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本　　会　　議 

　
本
会
議
で
賛
否
の
分
か
れ
た
議
案
に
つ
い
て
は
◆
印
で
表
示 

し
、
賛
成
、
反
対
そ
れ
ぞ
れ
の
会
派
名
を
記
載
し
て
い
ま
す
。 

議
決
し
た
議

議
決
し
た
議
案 
議
決
し
た
議

議
決
し
た
議
案 
議
決
し
た
議
案 

◇
陳
情
第
271
号
・
第
272
号
　
固
定

資
産
税
お
よ
び
都
市
計
画
税
の

軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
の

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て 

  

「
固
定
資
産
税
お
よ
び
都
市
計

画
税
に
係
る
次
の
軽
減
措
置
に

つ
い
て
、
平
成
23
年
度
以
後
も

継
続
す
る
よ
う
」
、
都
に
対
し

て
意
見
書
を
提
出
し
て
ほ
し
い
。 

　
１
　
小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す

る
都
市
計
画
税
を
２
分
の
１
と

す
る
軽
減
措
置 

　
２
　
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対

す
る
固
定
資
産
税
お
よ
び
都
市

計
画
税
を
２
割
減
額
す
る
減
免

措
置 

　
３
　
商
業
地
等
に
お
け
る
固
定

資
産
税
お
よ
び
都
市
計
画
税
に

つ
い
て
、
負
担
水
準
の
上
限
を

65
％
に
引
き
下
げ
る
減
額
措
置 

   

◇
陳
情
第
254
号
・
第
257
号
　
公
聴

会
の
開
催
に
つ
い
て 

　
練
馬
区
自
治
基
本
条
例
案
の
議

会
審
議
に
当
た
っ
て
は
、
広
く

各
方
面
の
区
民
の
意
見
を
聴
く

た
め
、
公
聴
会
を
開
催
し
て
ほ

し
い
。 

◆
陳
情
第
269
号
　
光
が
丘
第
三
小

学
校
跡
施
設
貸
与
契
約
に
つ
い

て
（
第
１
項
） 

　
光
が
丘
第
三
小
学
校
跡
施
設
の

活
用
計
画
に
つ
い
て
、
同
施
設

を
株
式
会
社
ア
オ
バ
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
エ
デ
ュ
ケ
イ
シ
ョ

ナ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
に
貸
し
付
け

る
契
約
を
認
め
な
い
で
ほ
し
い
。 

　
・
願
意
に
賛
成 

　
　
　
共
産
党
　
民
主
ク
ラ
ブ 

　
　
　
社
・
市
・
ふ 

　
　
　
生
活
ネ
ッ
ト
　
緑
自
治 

　
　
　
オ
ン
ブ
ズ 

　
・
願
意
に
反
対 

　
　
　
自
民
党
　
公
明
党 

　
　
　
区
民
ク
ラ
ブ 

会派の略称　　　自民党…練馬区議会自由民主党　公明党…練馬区議会公明党　共産党…日本共産党練馬区議団　民主クラブ…民主党練馬クラブ　区民クラブ…練馬区議会民主区民
　　　　　　　　クラブ　社・市・ふ…社民党・市民の声・ふくしフォーラム　生活ネット…生活者ネットワーク　緑自治…緑と自治　オンブズ…オンブズマン練馬 
 

　
本
会
議
で
賛
否
の
分
か
れ
た
陳
情
に
つ
い
て
は
◆
印
で
表
示 

し
、
賛
成
、
反
対
そ
れ
ぞ
れ
の
会
派
名
を
記
載
し
て
い
ま
す
。 

結
果
の
で

結
果
の
で
た 

陳
　
陳
　 

情 

結
果
の
で

結
果
の
で
た 

陳
　
陳
　 

情 

結
果
の
で
た 

陳
　 

情 

不 不 

採 採 

択 択 

採 採 

択 択 

可
決
し
た
も

可
決
し
た
も
の 

可
決
し
た
も
の 

           

★
区
長
提
出
議
案 

 

◆
練
馬
区
政
推
進
基
本
条
例 

　
地
方
分
権
が
進
展
し
、
基
礎
自

治
体
で
あ
る
練
馬
区
が
果
た
す

べ
き
役
割
や
責
任
が
増
す
中
、 

　
区
民
、
議
会
、
執
行
機
関
が
相

互
に
連
携
・
協
力
し
て
区
政
を

進
め
、
豊
か
で
自
立
し
た
地
域

社
会
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ

い
て
、
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た

区
民
の
区
政
へ
の
参
加
・
参
画

と
協
働
を
推
進
す
る
た
め
の
仕

組
み
を
一
層
強
化
し
、
そ
の
実

効
性
を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
に
、

区
政
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な

事
項
を
総
合
的
・
体
系
的
に
ま

と
め
た
条
例
を
制
定
す
る
。 

　
賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党 

　
　
　
　
区
民
ク
ラ
ブ 

　
反
対
＝
共
産
党
　
民
主
ク
ラ
ブ 

　
　
　
　
社
・
市
・
ふ 

　
　
　
　
生
活
ネ
ッ
ト
　
緑
自
治 

　
　
　
　
オ
ン
ブ
ズ 

◇
公
益
的
法
人
等
へ
の
練
馬
区
職

員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
練
馬
区
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と

が
で
き
る
団
体
に
、
一
般
財
団

法
人
練
馬
区
障
害
者
就
労
促
進

協
会
を
追
加
す
る
。 

◇
練
馬
区
立
地
区
区
民
館
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
児
童
館
事
業
に
係
る
利
用
時
間

を
拡
大
す
る
。
（
一
部
の
地
区

区
民
館
を
除
く
。
） 

◇
練
馬
区
立
厚
生
文
化
会
館
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
児
童
館
事
業
に
係
る
利
用
時
間

を
変
更
お
よ
び
拡
大
す
る
。 

◇
練
馬
区
立
児
童
館
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

　
開
館
時
間
を
変
更
お
よ
び
拡
大

す
る
。 

◇
練
馬
区
立
学
童
ク
ラ
ブ
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
石
神
井
町
学
童
ク
ラ
ブ
、
光
が

丘
ど
ん
ぐ
り
学
童
ク
ラ
ブ
お
よ

び
光
が
丘
す
み
れ
学
童
ク
ラ
ブ

の
３
施
設
に
お
い
て
、
保
育
お

よ
び
指
導
時
間
を
延
長
す
る
と

と
も
に
、
練
馬
第
三
小
学
童
ク

ラ
ブ
を
廃
止
す
る
。 

◇
練
馬
区
立
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例 

　
関
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
夜
間
一
時
保
育
を
開

始
す
る
こ
と
に
伴
い
、
交
流
室

兼
保
育
室
の
利
用
時
間
を
延
長

す
る
。 

◇
練
馬
区
立
都
市
公
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

　
大
泉
学
園
町
希
望
が
丘
公
園
（
大

泉
学
園
町
９
―
１
―
２
）
を
新

設
す
る
。 

◇
練
馬
区
立
児
童
遊
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

　
南
が
丘
児
童
遊
園（
南
田
中
４
―

７
―
36
）
を
新
設
す
る
。 

◇
練
馬
区
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
大
泉
学
園
町
希
望
が
丘
公
園
内

に
大
泉
学
園
町
希
望
が
丘
公
園

運
動
場
を
新
た
に
設
け
る
と
と

も
に
、
そ
の
施
設
に
係
る
使
用

料
な
ど
に
つ
い
て
規
定
す
る
。 

◇
特
別
区
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
（
４
件
） 

◇
仮
称
練
馬
区
立
中
村
中
央
公
園

他
整
備
工
事
請
負
契
約 

◇
練
馬
区
立
豊
玉
南
小
学
校
給
食

調
理
用
厨
房
備
品
の
買
入
れ
に

つ
い
て 

◇
土
地
お
よ
び
建
物
の
買
入
れ
に

つ
い
て
（
日
本
銀
行
石
神
井
運

動
場
） 

◆
財
産
の
貸
付
け
に
つ
い
て
（
旧

光
が
丘
第
三
小
学
校
） 

　
賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党 

　
　
　
　
区
民
ク
ラ
ブ 

　
反
対
＝
共
産
党
　
民
主
ク
ラ
ブ 

　
　
　
　
社
・
市
・
ふ 

　
　
　
　
生
活
ネ
ッ
ト
　
緑
自
治 

　
　
　
　
オ
ン
ブ
ズ 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
練
馬
文
化
セ
ン
タ
ー
） 

　
共
立
・
日
東
共
同
事
業
体 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
大
泉
学
園
ホ
ー
ル
） 

　
共
立
・
日
東
共
同
事
業
体 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
東
京
中
高
年
齢
労

働
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
） 

　
練
馬
建
物
総
合
管
理
協
同
組
合 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
勤
労
福
祉
会
館
） 

　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
練
馬

区
障
害
者
福
祉
推
進
機
構 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
光
が
丘
区
民
ホ
ー
ル
） 

　
社
会
福
祉
法
人
　
練
馬
区
社
会

福
祉
事
業
団 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
関
区
民
ホ
ー
ル
） 

　
社
会
福
祉
法
人
　
泉
陽
会 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
光
が
丘
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
） 

　
社
会
福
祉
法
人
　
練
馬
区
社
会

福
祉
事
業
団 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
光
が
丘
高
齢
者
セ

ン
タ
ー
） 

　
社
会
福
祉
法
人
　
練
馬
区
社
会

福
祉
事
業
団 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
関
高
齢
者
セ
ン
タ
ー
） 

　
社
会
福
祉
法
人
　
泉
陽
会 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
大
泉
ケ
ア
ハ
ウ
ス
） 

　
社
会
福
祉
法
人
　
練
馬
区
社
会

福
祉
事
業
団 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
高
野
台
敬
老
館
） 

　
生
活
協
同
組
合
・
東
京
高
齢
協 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
関
町
リ
サ
イ
ク
ル

セ
ン
タ
ー
等
） 

　
練
馬
区
立
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

　
賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党 

　
　
　
　
民
主
ク
ラ
ブ 

　
　
　
　
区
民
ク
ラ
ブ 

　
反
対
＝
共
産
党
　
社
・
市
・
ふ 

　
　
　
　
生
活
ネ
ッ
ト
　
緑
自
治 

　
　
　
　
オ
ン
ブ
ズ 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
氷
川
台
駅
第
五
自

転
車
駐
車
場
等
） 

　
財
団
法
人
　
練
馬
区
都
市
整
備

公
社 

　
﹇
期
間
﹈
３
か
月 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
江
古
田
駅
自
転
車

駐
車
場
等
） 

　
財
団
法
人
　
練
馬
区
都
市
整
備

公
社 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
練
馬
タ
ウ
ン
サ
イ

ク
ル
等
） 

　
財
団
法
人
　
練
馬
区
都
市
整
備

公
社 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
軽
井
沢
少
年
自
然

の
家
） 

　
軽
井
沢
フ
ー
ド
株
式
会
社 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

　
（
練
馬
区
立
武
石
少
年
自
然
の
家
） 

　
社
団
法
人
　
武
石
開
発
公
社 

　
﹇
期
間
﹈
５
年 

◇
練
馬
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

◇
練
馬
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

　
右
２
議
案
は
、
特
別
区
人
事
委

員
会
勧
告
等
に
基
づ
き
、
給
料

表
を
改
定
し
、
給
料
月
額
を
引

き
下
げ
る
こ
と
、
地
域
手
当
の

支
給
割
合
を
引
き
上
げ
る
こ
と

な
ら
び
に
期
末
手
当
お
よ
び
勤

勉
手
当
の
支
給
月
数
を
引
き
下

げ
る
こ
と
等
の
改
正
を
行
う
。 

   

★
委
員
会
提
出
議
案 

 

◇
固
定
資
産
税
お
よ
び
都
市
計
画

税
の
軽
減
措
置
等
の
継
続
を
求

め
る
意
見
書 

　
（
７
面
に
全
文
を
掲
載
） 
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第４回練馬大根引っこ抜き競技大会（平成22年12月５日） 

○
住
所
の
変
更 

　
藤
井 

と
も
の
り 

議
員 

（
新
住
所
） 

　
桜
台
１
― 
35 
― 
6
 

短
　
信

短
　
信 

短
　
信

短
　
信 

短
　
信 

　
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。 

　
謹
ん
で
区
民
の
皆
様
の
健

康
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。 

　
区
議
会
だ
よ
り
第
179
号
は
、

平
成
22
年
第
四
回
定
例
会
を

中
心
に
編
集
し
ま
し
た
。 

　
今
年
も
皆
様
に
親
し
ま
れ
、

読
み
や
す
い
区
議
会
だ
よ
り

を
目
指
し
、
努
力
し
て
ま
い

り
ま
す
。
本
紙
に
つ
い
て
、

ご
意
見
・
ご
要
望
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
議
会
事
務
局
ま
で

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

◇
　
　
　
　
◇ 

広
報
・
図
書
委
員
会 

委
員
長
　
小
泉
　
純
二 

委
員
長
職
務
代
理 

　
　
　
　
山
田
　
哲
丸 

委
　
員
　
と
や
　
英
津
子 

委
　
員
　
土
屋
　
ひ
と
し 

委
　
員
　
野
沢
　
彰 

委
　
員
　
池
尻
　
成
二 

委
　
員
　
橋
本
　
牧 

あ
と
が

あ
と
が
き 

あ
と
が
き 

意　見　書 ＊第四回定例会では１件の意見書を可決し、 
　関係機関に提出しました。 

政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。 政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。 
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。 
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。以下は禁止されている行為の例です。 

定
例
会
の

定
例
会
の 

開
催
予
定

開
催
予
定 

定
例
会
の

定
例
会
の 

開
催
予
定

開
催
予
定 

定
例
会
の 

開
催
予
定 

次
回
の
定
例
会
は
、 

２
月
４
日
（
金
） 

か
ら
の
予
定
で
す
。 

 

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。 

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

 

傍
聴
受
付 

＊
本
会
議 

　
西
庁
舎
９
階
の 

傍
聴
席
入
口 

＊
委
員
会 

　
西
庁
舎
５
階
の 

議
会
事
務
局 

　
11
月
2
日
、
千
代
田
区

の
日
比
谷
公
会
堂
に
お
い

て
、
東
京
都
区
市
町
村
が

主
催
す
る
第
21
回
東
京
都

道
路
整
備
事
業
推
進
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
こ
の
大
会
は
、
東
京
の

広
域
化
す
る
交
通
混
雑
の

緩
和
や
安
全
で
快
適
な
ま

ち
づ
く
り
に
資
す
る
た
め
、

道
路
、
橋
梁
、
鉄
道
連
続

立
体
交
差
等
の
整
備
お
よ

び
公
共
交
通
を
充
実
さ
せ

る
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
等
の

整
備
の
推
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
 

　
当
区
議
会
か
ら
は
、
議

長
と
議
員
17
名
が
参
加
し

ま
し
た
。
 

会
議
の
開
催
状
況

会
議
の
開
催
状
況
 

会
議
の
開
催
状
況

会
議
の
開
催
状
況
 

会
議
の
開
催
状
況
 

11
月
29
日（
月
）議
会
運
営
委
員
会
 
 

　
　
　
　
　
　
本
会
議（
所
信
表
明
、議
案
上
程
、先
議
等
） 

　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会（
1
委
員
会
） 

　
　
30
日（
火
）本
会
議（
一
般
質
問
） 

12
月
1
日（
水
）本
会
議（
一
般
質
問
） 

　
　
2
日（
木
）本
会
議（
一
般
質
問
） 

　
　
3
日（
金
）常
任
委
員
会（
5
委
員
会
） 

　
　
6
日（
月
）特
別
委
員
会（
4
委
員
会
） 

　
　
7
日（
火
）特
別
委
員
会（
4
委
員
会
） 

　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会（
5
委
員
会
） 

　
　
10
日（
金
）常
任
委
員
会（
5
委
員
会
） 

　
　
13
日（
月
）特
別
委
員
会（
4
委
員
会
） 

　
　
15
日（
水
）議
会
運
営
委
員
会
 

　
　
　
　
　
　
本
会
議（
議
決
） 

その他、お祭り
への寄附・差し
入れ、お中元・
お歳暮、病気見
舞い等も禁止さ
れています。 

東
京
都
道
路
整
備
事
業

東
京
都
道
路
整
備
事
業
 

推
進
大
会
に
参
加

推
進
大
会
に
参
加
 

東
京
都
道
路
整
備
事
業
 

推
進
大
会
に
参
加
 

■固定資産税および都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書（区民生活委員会） 

　わが国の景気は、持ち直しつつあったものの、現在、足踏み状態

となっており、失業率もいまだに高水準で推移し、今後の景気動向

は予断を許さない状況にある。さらに株価低迷や急激な円高などに

より、景気後退への不安感は拭えず、区民や区内中小事業者を取り

巻く環境においても、依然として厳しい状況が続いている。 

　このような中で、現在、東京都が実施している固定資産税・都市

計画税の減免措置等は、中小事業者にとって、事業の継続や経営の

健全化に大きな力添えとなっている。 

　23区の固定資産税は、都区共通の財源であり、こうした減免措

置等の継続は当区の財政運営にも影響を与えることになるが、東京

都が減免措置等を廃止することになれば、区民、とりわけ中小事業

者に与える影響は極めて大きく、地域社会の活性化、ひいては日本

経済の回復にも悪影響を及ぼす要因となることが強く危惧される。 

　よって、本区議会は東京都に対し、現在の景気状況における

区民の税負担感に配慮し、負担増になることのないよう、次の

事項の継続について強く求めるものである。 

 

１　小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置 

２　小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免

措置 

３　商業地等における固定資産税および都市計画税について、

負担水準の上限を65％に引き下げる軽減措置 

 

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

平成22年12月15日 

　 あて先：東京都知事 
△
 


